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令和５年第４回板野町議会定例会会議録（第３日）

日 時 令和５年１２月１２日（火） 午前１０時００分 開会

議事日程

日程第１ 議案第 ５ 号 板野町災害派遣手当の支給に関する条例の一部改正について

日程第２ 議案第 ６ 号 板野町議会の議決すべき事件を定める条例の一部改正について

日程第３ 議案第 ７ 号 板野町国民健康保険税条例の一部改正について

日程第４ 議案第 ８ 号 令和５年度 板野町一般会計補正予算（第７号）

日程第５ 議案第 ９ 号 令和５年度 板野町特別会計国民健康保険補正予算（第２号）

日程第６ 議案第１０号 令和５年度 板野町奨学金貸与事業特別会計補正予算（第１号）

日程第７ 議案第１１号 令和５年度 板野町介護保険（保険事業）特別会計補正予算（第２号）

日程第８ 議案第１２号 令和５年度 板野町下水道事業会計補正予算（第３号）

日程第９ 議案第１３号 モーターボート競走施行について

日程第10 議案第１４号 板野町固定資産評価審査委員会委員の選任に同意を求めることに

ついて

本日の会議に付した事件

日程第１から日程第１０まで、議事日程に同じ

追加日程第１ 議案第１５号 令和５年度 板野町一般会計補正予算（第８号）

追加日程第２ 閉会中の継続調査申出書

出席議員（１２名）

１番 犬 伏 雅 啓 君 ２番 藤 田 千 穂 君

３番 大 西 裕 也 君 ４番 楠 本 千 草 君

５番 太 田 良 和 君 ６番 三 原 大 輔 君

７番 根ヶ山 昇 君 ８番 奥 尾 周 二 君

９番 東 條 昭 二 君 10番 松 浦 昶 君

11番 石 田 実 君 12番 水 口 昭 彦 君

欠席議員（なし）
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説明のために出席した者

町 長 玉 井 孝 治 君 副 町 長 東 根 弘 幸 君

教 育 長 谷 川 健 二 君 総 務 課 長 髙 橋 三 惠 君

税 務 課 長 三 木 正 文 君 福 祉 保 健 課 長 楠 本 剛 君

建 設 課 長 毛登山 悦 雄 君 水 道 課 長 松 浦 賢 治 君

環 境 生 活 課 長 末 岡 稔 久 君 会計管理者兼出納室長 山 本 敏 彦 君

人権ｺﾐｭﾆﾃｨ課長 岡 田 加代子 君 下 水 道 課 長 晃 曻 政 治 君

子ども家庭総合支援センター所長 吉 本 洋 時 君 住 民 課 長 山 田 裕 子 君

教育委員会次長 井 内 幸 美 君 産 業 課 長 淺 井 直 美 君

議場に出席した事務局職員

議 会 事 務 局 長 松 長 徹 君 議会事務局係長 村 上 愛 実 君

午前１０時００分 開会

○議長（水口昭彦君） おはようございます。ただいま、出席議員は１２名であります。定足数に

達しておりますので１２月１１日に引き続き、再開をします。直ちに本日の会議を開きます。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（水口昭彦君） 日程第１、議案第５号、「板野町災害派遣手当の支給に関する条例の一部

改正について」を議題とします。説明を求めます。髙橋総務課長。

［総務課長（髙橋三惠君）登壇］

○総務課長（髙橋三惠君） 議案第５号が議題となりましたので、御説明を申し上げます。

議案書の９ページをお願いいたします。

議案第５号、板野町災害派遣手当の支給に関する条例の一部改正について。

板野町災害派遣手当の支給に関する条例の一部を次のとおり改正する。

令和５年１１月２７日提出でございます。

以下、本文につきましては、お目通しをお願いいたします。

新型インフルエンザ等対策特別措置法の改正に伴い、災害等により地方公共団体の事務の代行の

ために派遣された職員が住所又は住まいを離れて、板野町内に滞在することとなった際に支給する

ことができるとされております、手当の名称が変更になったための一部改正をお願いするものでご

ざいます。以上で、議案第５号の説明とさせていただきます。

御審議をいただき、御承認を賜りますよう、お願い申し上げます。

○議長（水口昭彦君） 説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑はありませんか。

（質疑なしの声）
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質疑なしと認めます。質疑を打ち切り、討論を行います。討論はありませんか。

（討論なしの声）

討論なしと認めます。これから議案第５号を採決します。

お諮りします。議案第５号について、原案のとおり決することに御異議ございませんか。

（異議なしの声）

異議なしと認めます。したがって、議案第５号については、原案のとおり可決されました。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（水口昭彦君） 日程第２、議案第６号、「板野町議会の議決すべき事件を定める条例の

一部改正について」を議題とします。説明を求めます。髙橋総務課長。

［総務課長（髙橋三惠君）登壇］

○総務課長（髙橋三惠君） 議案第６号が議題となりましたので、御説明を申し上げます。

引き続き、議案書１０ページをお願いいたします。

議案第６号、板野町議会の議決すべき事件を定める条例の一部改正について。

板野町議会の議決すべき事件を定める条例の一部を次のとおり改正する。

令和５年１１月２７日提出でございます。

以下、本文につきましては、お目通しをお願いいたします。

地方自治法により、振興計画等基本計画の策定・変更等につきましては、議会の議決を得て定め

ることが義務付けられておりましたが、上位法の改正により議決の義務が撤廃されたことから、関

係条項の削除をお願いするものでございます。

以上で、議案第６号の説明とさせていただきます。

御審議をいただき、御承認を賜りますよう、お願い申し上げます。

○議長（水口昭彦君） 説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑はありませんか。

（質疑なしの声）

質疑なしと認めます。質疑を打ち切り、討論を行います。討論はありませんか。

（討論なしの声）

討論なしと認めます。これから議案第６号を採決します。

お諮りします。議案第６号について、原案のとおり決することに御異議ございませんか。

（異議なしの声）

異議なしと認めます。したがって、議案第６号については、原案のとおり可決されました。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（水口昭彦君） 日程第３、議案第７号、「板野町国民健康保険税条例の一部改正について」

を議題とします。説明を求めます。三木税務課長。

［税務課長（三木正文君）登壇］

○税務課長（三木正文君） 議案第７号が議題となりましたので、御説明申し上げます。
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引き続き、議案書の１１ページをお願いいたします。

議案第７号、板野町国民健康保険税条例の一部改正について。

板野町国民健康保険税条例の一部を次のとおり改正する。

令和５年１１月２７日提出でございます。

本文につきましては、お目通しをお願いいたします。

本条例改正は、子育て世帯の負担軽減・次世代育成支援等の観点から、出産する被保険者に係る

産前産後期間相当分４か月分、多胎妊娠６か月分の保険税のうち、均等割・所得割を免除する措置

が令和６年１月１日から施行されることに伴い、条例改正をお願いするものでございます。

以上で、議案第７号の説明とさせていただきます。

御審議を賜り、御承認をいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

○議長（水口昭彦君） 説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑はありませんか。

（質疑なしの声）

質疑なしと認めます。質疑を打ち切り、討論を行います。討論はありませんか。

（討論なしの声）

討論なしと認めます。これから議案第７号を採決します。

お諮りします。議案第７号について、原案のとおり決することに御異議ございませんか。

（異議なしの声）

異議なしと認めます。したがって、議案第７号については、原案のとおり可決されました。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（水口昭彦君） 日程第４、議案第８号、「令和５年度板野町一般会計補正予算（第７号）」

を議題とします。説明を求めます。髙橋総務課長。

［総務課長（髙橋三惠君）登壇］

○総務課長（髙橋三惠君） 議案第８号が議題となりましたので、説明をさせていただきます。

補正予算書の４１ページをお願いします。

議案第８号、令和５年度板野町一般会計補正予算（第７号）。

令和５年度板野町の一般会計補正予算（第７号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ１億２，４８３万７，０００円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ６３億６，２１７万１，０００円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の

金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。

（地方債の補正）

第２条 地方債の変更は、「第２表 地方債補正」による。

令和５年１１月２７日提出でございます。
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４５ページをお願いします。

「第２表 地方債補正」

１ 変更でございます。犬伏老人憩の家耐震事業に充当のため、補正前の限度額２００万円でお

願いしておりましたが、補正後の限度額を７００万円でお願いするものでございます。

５０ページをお願いします。歳入から説明をさせていただきます。

１０款地方交付税、１項１目同じで、一般財源分として５，５９４万円の増額補正をお願いして

おります。下の５１ページへ参りまして１４款国庫支出金、１項国庫負担金、１目民生費国庫負担

金では、障害福祉サービス費等の国庫負担金の増額に伴い２，１６８万９，０００円、１４款同じ

く、２項国庫補助金、１目総務費国庫補助金、１節総務管理費補助金では、マイナンバーカードに

関連したシステム整備事業補助金として８６９万１，０００円、２目民生費国庫補助金、２節老人

福祉費補助金で、憩の家耐震改修等に係る防災・安全交付金として３３９万２，０００円、３節児

童福祉費補助金で、出産・子育て応援交付金として９９万３，０００円をお願いしております。

５２ページをお願いします。

１５款県支出金、１項県負担金、１目民生費県負担金では、障害者福祉費負担金の増額に伴い９

８８万円、２項県補助金、２目民生費県補助金、５節医療福祉費補助金で、子どもはぐくみ医療助

成事業補助金として８００万円の増額補正をお願いしております。

下の５３ページをお願いします。

１８款繰入金、１項特別会計繰入金、１目同じで、奨学金貸与者の返還額が確定したことにより

７９万９，０００円の減額補正、２項基金繰入金、３目ふるさと応援基金繰入金で、ふるさと納税

寄附金の増額が見込まれるため１，２７０万円の増額補正をお願いしております。

５４ページをお願いします。

２１款町債、１項同じく、１目民生債で、老人憩の家耐震事業債として５００万円の増額補正を

お願いしております。

５５ページをお願いします。

続いて、歳出の説明をさせていただきますが、以下、各款項目での各施設での需用費における電

気・ガス等の使用料増額につきましては、電力等物価高騰の影響によるもの、また、減額補正につ

きましては、令和５年度事業の完了に伴うものでございます。

２款総務費、１項総務管理費、３目財産管理費、１０節需用費で、庁舎及び町有財産の施設修繕

料として５０万円、１７節備品購入費で経年劣化によります、備品購入費として９０万円、４目電

子計算費では、マイナンバーカードを活用した電子証明書の発行において、振り仮名を明記するた

めのシステム整備のため９６０万７，０００円、６目企画費で、ふるさと納税寄附の増額が見込ま

れるため、返礼品発送等に要する費用として１０節の需用費で１，０５６万３，０００円、１１節

役務費１９４万７，０００円の増額補正、１２節委託料では、コロナ感染症の影響で、婚活支援事

業のイベントの中止に伴い５６万９，０００円の減額補正をお願いしております。
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５６ページをお願いします。

２款同じく、２項徴税費、２目賦課徴収費、１２節委託料では、新たな税の導入やシステムの変

更に伴う費用として１３３万１，０００円、２２節償還金利子及び割引料では、修正申告等による

過誤納還付金の増額に伴い２００万円の増額補正をお願いしております。

下の５７ページをお願いします。

２款同じく、３項戸籍住民基本台帳費、１目同じ、１１節役務費では、コンビニでの証明書交付

件数が増えていることから１５万円、また、１９節扶助費では、死亡届出時のお悔みとして１０万

円の増額補正をお願いしております。

５８ページをお願いします。

３款民生費、１項社会福祉費、１目社会福祉総務費、１８節負担金補助及び交付金では、社会福

祉協議会への負担金として４２万円の増額、５目障害者福祉費では１９節扶助費で、障害福祉サー

ビス費及び障害児給付費が見込みより増加をしているため３，９５２万円の増額補正をお願いして

おります。５９ページをお願いします。

３款同じく、２項老人福祉費、３目老人憩の家管理費、１２節委託料では、犬伏老人憩の家耐震

改修に係る設計委託料として１８０万円、１４節工事請負費で、改修工事費として１，９１０万円

をお願いしております。

６０ページをお願いします。

３款同じく、３項児童福祉費、１目児童福祉総務費では１８節負担金補助及び交付金で、出産・

子育て応援給付金の申請者の増加が見込まれることから１５０万円の増額、２２節償還金利子及び

割引料では、令和４年度新型コロナ感染症対策支援事業の確定によります、過年度返還金として２

０１万１，０００円、３目子ども医療福祉費、１９節扶助費では、子どもはぐくみ医療費の利用者

の増により２，０００万円、４目保育園費では１０節の需用費、消耗品費で、子ども用椅子を購入

するため７０万２，０００円の増額補正をそれぞれお願いしております。

６３ページをお願いします。

５款農林水産業費、２項林業費、１目林業振興費、１８節負担金補助及び交付金で、高性能林業

機械の購入のため、徳島北部森林組合運営事業補助金として６０万円をお願いしております。

６４ページをお願いします。

６款商工費、２項観光費、２目観光温泉施設費、１節報酬、３節職員手当等、４節共済費では、

温泉業務の会計年度任用職員の退職による減額、１２節の委託料では、施設管理業務の委託料１８

０万円の増額補正をお願いしております。

６８ページをお願いします。

９款教育費、２項小学校費、４目西小学校管理費、１０節需用費では、北校舎壁修繕料として３

１万円をお願いしております。下の６９ページで９款同じく、３項中学校費、１目学校管理費、１

０節需用費で、給食室の屋上防水工事のため１４０万円をお願いしております。
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７１ページをお願いします。

９款同じく、５項社会教育費、６目町民ふれあいプラザ費、１０節需用費では、雨漏り修繕のた

め２７万円、７目歴史文化公園費、１０節需用費でも施設雨漏り修繕のため４１万円の増額補正を

お願いしております。

７２ページをお願いします。

９款同じく、６項保健体育費、２目体育施設費、１０節需用費で、主には東小学校グラウンドの

照明灯修繕料として６７万円、１２節委託料では、健康の館、雨漏り修繕に伴います、設計委託料

として１６３万円をお願いしております。

７４ページをお願いします。

１２款諸支出金、１項特別会計費、１目特別会計繰出金では、介護保険事業特別会計ほかへの繰

出金として２６６万２，０００円の増額補正をお願いしております。

以上、歳入歳出予算の総額に１億２，４８３万７，０００円の追加補正をお願いし、歳入歳出そ

れぞれ６３億６，２１７万１，０００円でお願いするものでございます。

以上で、議案第８号の説明とさせていただきます。

御審議をいただき、御承認を賜りますよう、お願い申し上げます。

○議長（水口昭彦君） 説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑はありませんか。

（質疑なしの声）

質疑なしと認めます。質疑を打ち切り、討論を行います。討論はありませんか。

（討論なしの声）

討論なしと認めます。これから議案第８号を採決します。

お諮りします。議案第８号について、原案のとおり決することに御異議ございませんか。

（異議なしの声）

異議なしと認めます。したがって、議案第８号については、原案のとおり可決されました。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（水口昭彦君） 日程第５、議案第９号、「令和５年度板野町特別会計国民健康保険補正

予算（第２号）」を議題とします。説明を求めます。山田住民課長。

［住民課長（山田裕子君）登壇］

○住民課長（山田裕子君） 議案第９号が議題となりましたので、御説明を申し上げます。

引き続き、補正予算書の８１ページをお願いいたします。

議案第９号、令和５年度板野町特別会計国民健康保険補正予算（第２号）。

令和５年度板野町の特別会計国民健康保険補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ２４万円を追加し、歳入歳出予算の総額を

歳入歳出それぞれ１８億６，４７３万６，０００円とする。
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２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の

金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。

令和５年１１月２７日提出でございます。

歳入から御説明申し上げます。８８ページをお願いいたします。

１０款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金では、職員の給与改定による人件費の増

加分２４万円を一般会計から繰り入れるものでございます。

続きまして、歳出を御説明申し上げます。８９ページをお願いいたします。

１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費では２４万円の増額補正をお願いしております。

職員の給与改定分でございます。

９０ページをお願いいたします。

９款諸支出金、１項償還金及び還付加算金、１目一般被保険者保険税還付金では、国民健康保険

税の還付が当初の見込みより増えたため５０万円の増額をお願いしております。６目保険給付費等

交付金償還金では、令和３年度及び令和４年度の特別調整交付金等の返還金の不足分として６４万

円の増額補正をお願いしております。

９１ページをお願いいたします。

１１款予備費、１項１目同じでは１１４万円の減額補正をお願いしております。諸支出金の補正

分について、予備費で調整するものでございます。以上、歳入歳出ともに２４万円の増額補正をお

願いし、補正後の歳入歳出予算の総額をそれぞれ１８億６，４７３万６，０００円でお願いするも

のでございます。以上で、議案第９号の説明とさせていただきます。

御審議をいただきまして、御議決賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○議長（水口昭彦君） 説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑はありませんか。

（質疑なしの声）

質疑なしと認めます。質疑を打ち切り、討論を行います。討論はありませんか。

（討論なしの声）

討論なしと認めます。これから議案第９号を採決します。

お諮りします。議案第９号について、原案のとおり決することに御異議ございませんか。

（異議なしの声）

異議なしと認めます。したがって、議案第９号については、原案のとおり可決されました。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（水口昭彦君） 日程第６、議案第１０号、「令和５年度板野町奨学金貸与事業特別会計

補正予算（第１号）」を議題とします。説明を求めます。井内教育次長。

［教育委員会次長（井内幸美君）登壇］

○教育委員会次長（井内幸美君） 議案第１０号が議題となりましたので、御説明申し上げます。

補正予算書の１０１ページをお願いいたします。
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議案第１０号、令和５年度板野町奨学金貸与事業特別会計補正予算（第１号）。

令和５年度板野町の奨学金貸与事業特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ３７５万円を減額し、歳入歳出予算の総額

を歳入歳出それぞれ３７８万２，０００円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の

金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。

令和５年１１月２７日提出でございます。

１０８ページをお願いいたします。最初に、歳入から御説明申し上げます。

１款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金、補正前の金額５９０万４，０００円に対

しまして補正予算で２９５万円を減額させていただき、予算現額２９５万４，０００円となります。

次のページをお願いいたします。

２款諸収入、１項貸付金元利収入、１目奨学金貸付金元利収入、補正前の金額１６２万８，００

０円に対しまして８０万円を減額させていただき、予算現額８２万８，０００円となります。これ

は、令和５年度の返還免除１１名・過年度４名・現年度１２名の償還額が決定したためです。

１１０ページをお願いいたします。歳出を御説明申し上げます。

１款貸付事業費、１項１目同じでございます。補正前の金額５９０万３，０００円に対しまして、

補正予算で２９５万円を減額させていただき、予算現額２９５万３，０００円となります。貸与人

数が奨学金、高校生７名・大学生８名、入学金、高校生４名・大学生１名で確定したため、奨学金

２５２万円、入学金４３万円の減額補正をお願いするものです。

次のページをお願いいたします。

２款諸支出金、１項繰出金、１目一般会計繰出金、補正前の金額１６２万８，０００円に対しま

して７９万９，０００円を減額させていただき、予算現額８２万９，０００円となります。これは、

現年度９８万円の減額と過年度分１８万円の増額でございます。

１１２ページをお願いいたします。

３款予備費、１項１目同じでございます。１，０００円は、端数調整で一般会計繰出金への充当

でございます。

以上、歳入歳出当初予算額７５３万２，０００円に対しまして、補正予算で３７５万円を減額さ

せていただき、予算現額３７８万２，０００円となるものです。

以上で、議案第１０号の説明とさせていただきます。

御審議を賜り、御承認いただきますよう、よろしくお願いいたします。

○議長（水口昭彦君） 説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑はありませんか。

（質疑なしの声）

質疑なしと認めます。質疑を打ち切り、討論を行います。討論はありませんか。
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（討論なしの声）

討論なしと認めます。これから議案第１０号を採決します。

お諮りします。議案第１０号について、原案のとおり決することに御異議ございませんか。

（異議なしの声）

異議なしと認めます。したがって、議案第１０号については、原案のとおり可決されました。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（水口昭彦君） 日程第７、議案第１１号、「令和５年度板野町介護保険（保険事業）特別

会計補正予算（第２号）」を議題とします。説明を求めます。楠本福祉保健課長。

［福祉保健課長（楠本 剛君）登壇］

○福祉保健課長（楠本 剛君） 議案第１１号が議題となりましたので、御説明を申し上げます。

補正予算書の１２１ページをお願いいたします。

議案第１１号、令和５年度板野町介護保険（保険事業）特別会計補正予算（第２号）。

令和５年度板野町の介護保険（保険事業）特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるところに

よる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ４，５１４万２，０００円を追加し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１５億８，８０８万７，０００円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の

金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。

令和５年１１月２７日提出でございます。

歳入から御説明を申し上げます。１２８ページをお願いいたします。

３款国庫支出金、１項国庫負担金、１目介護給付費負担金では１，０３９万円の増額を、また、

２項国庫補助金、１目調整交付金では２７２万７，０００円の増額補正をお願いしております。介

護給付費に対する国庫負担分でございます。

１２９ページをお願いいたします。

４款支払基金交付金、１項同じ、１目介護給付費交付金では２，２２７万３，０００円の増額補

正をお願いしております。介護給付費に対する社会保険診療報酬支払基金の負担分でございます。

１３０ページをお願いいたします。

５款県支出金、１項県負担金、１目介護給付費負担金では４３８万円の増額補正をお願いしてお

ります。介護給付費に対する県負担分でございます。

１３１ページをお願いいたします。

７款繰入金、１項一般会計繰入金、１目介護給付費繰入金といたしまして５６８万円の増額補正、

また、その他一般会計繰入金としては３０万８，０００円の減額補正をお願いしております。介護

給付費に対する町負担分と人件費支出減による減額補正のお願いでございます。
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以上、歳入合計といたしまして４，５１４万２，０００円を増額し、歳入合計１５億８，８０８

万７，０００円でお願い申し上げます。

続きまして、歳出を御説明申し上げます。１３２ページをお願いいたします。

１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費では３８万８，０００円の減額補正をお願いして

おります。職員給与費の改定等によるものでございます。

１３３ページをお願いいたします。

１款総務費、３項介護認定審査会費、２目認定調査等費として、郵便料金５万円の増額補正をお

願いしております。１３４ページをお願いいたします。

２款の保険給付費、１項介護サービス費の１目居宅介護サービス給付費に８，１３０万円を増額

補正、２目施設介護サービス給付費は２，６００万円の減額補正、４目居宅介護住宅改修費は３５

万円の増額補正、５目居宅介護サービス計画給付費では２５０万円の増額補正をお願いしておりま

す。３月から９月までのサービス給付費７か月分から１年間の給付費を予測し、補正予算をお願い

するものでございます。

１３５ページをお願いいたします。

２款保険給付費、２項介護予防サービス費の１目介護予防サービス給付費では４００万円の減額

補正、３目介護予防住宅改修費では４０万円の増額補正、４目介護予防サービス計画給付費では１

１０万円の減額補正をお願いしております。

１３６ページをお願いいたします。

２款保険給付費、３項高額介護サービス費、１目同じでは３００万円の減額補正をお願いしてお

ります。１３７ページをお願いいたします。

２款保険給付費、５項特定入所者介護サービス費、１目同じでは、当初予算より５００万円の減

額補正をお願いしております。

１３８ページをお願いいたします。

３款地域支援事業費、１項包括的支援事業・任意事業費、１目包括的・継続的マネジメント支援

事業費といたしまして３万円の増額補正をお願いしております。

以上、歳出合計といたしまして、歳入同様４，５１４万２，０００円の追加補正をお願いし、合

計１５億８，８０８万７，０００円でお願いするものでございます。

以上で、議案第１１号の説明とさせていただきます。

御審議をいただきまして、御承認賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○議長（水口昭彦君） 説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑はありませんか。

（質疑なしの声）

質疑なしと認めます。質疑を打ち切り、討論を行います。討論はありませんか。

（討論なしの声）

討論なしと認めます。これから議案第１１号を採決します。
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お諮りします。議案第１１号について、原案のとおり決することに御異議ございませんか。

（異議なしの声）

異議なしと認めます。したがって、議案第１１号については、原案のとおり可決されました。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（水口昭彦君） 日程第８、議案第１２号、「令和５年度板野町下水道事業会計補正予算

（第３号）」を議題とします。説明を求めます。晃曻下水道課長。

［下水道課長（晃曻政治君）登壇］

○下水道課長（晃曻政治君） 議案第１２号が議題となりましたので、御説明申し上げます。

補正予算書１５１ページをお願いいたします。

議案第１２号、令和５年度板野町下水道事業会計補正予算（第３号）。

（総則）

第１条 令和５年度板野町下水道事業会計補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。

（収益的収入及び支出）

第２条 令和５年度板野町下水道事業会計予算第３条に定めた収益的収入及び支出のうち収益的

支出の予定額を次のとおり補正する。

（支出）

第１款下水道事業費用、第１項営業費用、（既決予定額）１億７，４００万４，０００円に対し、

（補正予定額）５，０００円の増額、計１億７，４００万９，０００円。

次の１５２ページをお願いいたします。

（資本的収入及び支出）

第３条 予算第４条に定めた資本的収入及び支出のうち資本的支出の予定額を次のとおり補正す

る。

（支出）

第１款資本的支出、第１項建設改良費、（既決予定額）１億７，６０６万９，０００円に対し、

（補正予定額）３４万５，０００円の増額、計１億７，６４１万４，０００円。

令和５年１１月２７日提出でございます。

１５８ページをお願いいたします。

令和５年度補正予算事項別明細書にて、説明を申し上げます。

（収益的支出）

１款下水道事業費用、１項営業費用、２目総係費、１節給料で、給与改定により５，０００円の

増額補正をお願いするものです。

（資本的支出）

１款資本的支出、１項建設改良費、１目管渠整備事業費で１節給料８万５，０００円、２節手当

等１１万５，０００円、６節法定福利費１４万５，０００円を給与改定により増額補正をお願いす
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るものです。

以上で、議案第１２号の説明とさせていただきます。

御審議をいただき、御承認賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○議長（水口昭彦君） 説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑はありませんか。

（質疑なしの声）

質疑なしと認めます。質疑を打ち切り、討論を行います。討論はありませんか。

（討論なしの声）

討論なしと認めます。これから議案第１２号を採決します。

お諮りします。議案第１２号について、原案のとおり決することに御異議ございませんか。

（異議なしの声）

異議なしと認めます。したがって、議案第１２号については、原案のとおり可決されました。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（水口昭彦君） 日程第９、議案第１３号、「モーターボート競走施行について」を議題と

します。説明を求めます。髙橋総務課長。

［総務課長（髙橋三惠君）登壇］

○総務課長（髙橋三惠君） 議案第１３号が議題となりましたので、御説明を申し上げます。

議案書の１４ページをお願いいたします。

議案第１３号、次の事項につき、モーターボート競走法（昭和２６年法律第２４２号）第２条

第１項の規定により、議会の議決を求めるものでございます。

モーターボート競走施行について。

町財政の伸長を図るため、モーターボート競走法第２条第１項の規定により総務大臣の指定を受け

て、鳴門モーターボート競走場においてモーターボート競走を実施するものとする。

令和５年１１月２７日提出でございます。

松茂町ほか２町競艇事業組合が施行する公営競技につきまして、指定期限が令和６年３月３１日

までとなっていることから、事業の収益金による町財政の伸長を図るため、引き続き、総務大臣の指

定を受けて令和６年度以降も実施ができるよう、お認めを頂くものでございます。

以上で、議案第１３号の説明とさせていただきます。

御審議をいただき、御承認を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○議長（水口昭彦君） 説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑ありませんか。

（質疑なしの声）

質疑なしと認めます。質疑を打ち切り、討論を行います。討論はありませんか。

（討論なしの声）

討論なしと認めます。これから議案第１３号を採決します。

お諮りします。議案第１３号について、原案のとおり決することに御異議ございませんか。
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（異議なしの声）

異議なしと認めます。したがって、議案第１３号については、原案のとおり可決されました。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（水口昭彦君） 日程第１０、議案第１４号、「板野町固定資産評価審査委員会委員の選任

に同意を求めることについて」を議題とします。説明を求めます。玉井町長。

［町長（玉井孝治君）登壇］

○町長（玉井孝治君） 議案第１４号が議題となりましたので、私の方から説明をさせていただき

たいと思います。議案書の１５ページをお開きいただきたいと思います。

議案第１４号、板野町固定資産評価審査委員会委員の選任に同意を求めることについて。

地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第４２３条第３項の規定に基づき、板野町固定資産評価

審査委員会委員に次の者を選任したいので、議会の同意を求めます。

住所といたしまして、御記入をお願いをいたしたいと思います。

板野町那東字谷東５番地１。

氏名が坂東憲人。再任でございます。

生年月日は、昭和２１年１１月９日生まれでございます。

令和５年１１月２７日提出でございます。

固定資産評価審査委員会の委員につきましては、当該市町村の住民、市町村税の納税義務がある

者又は固定資産の評価について学識経験を有する者のうちから、議会の同意を得て、選任すること

となっておりまして、今回の委員さんにつきましては、西地区の委員さんが１２月２０日付けをも

って任期満了となることから、引き続き、お願いをするものでございます。皆様方の御賛同をどう

かよろしくお願い申し上げまして、議案の説明とさせていただきます。

どうかよろしくお願い申し上げます。

○議長（水口昭彦君） 説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑はありませんか。

（質疑なしの声）

質疑なしと認めます。これから議案第１４号を採決します。

お諮りします。議案第１４号について、原案のとおり同意することに御異議ございませんか。

（異議なしの声）

異議なしと認めます。

したがって、議案第１４号については、原案のとおり同意することに決定しました。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（水口昭彦君） 御案内します。本日、追加提案をお願いしたい議案等がございます。

つきましては、その関係書類をただいまから配付しますので、少々お待ちください。

（松長・村上、書類を配付する）

○議長（水口昭彦君） お諮りします。お手元に配付の議事日程のとおり本日、町長から「令和５
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年度板野町一般会計補正予算（第８号）」が、各委員会の委員長から各委員会の「閉会中の継続調

査申出書」が提出されました。これを日程に追加し、令和５年第４回板野町議会定例会追加議事

日程第３日と議案審議書類のとおり議題にしたいと思います。

これに御異議ございませんか。

（異議なしの声）

異議なしと認めます。

したがって、お手元に配付の令和５年第４回板野町議会定例会追加議事日程第３日と議案審議

書類のとおり２件を日程に追加し、追加日程として議題とすることに決定しました。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（水口昭彦君） 追加日程第１、議案第１５号、「令和５年度板野町一般会計補正予算

（第８号）」についてを議題とします。説明を求めます。玉井町長。

［町長（玉井孝治君）登壇］

○町長（玉井孝治君） ただいまは、議案第１５号ということで、私の方から追加日程ということ

で、お願い申し上げましたところ、お認めを頂きまして、誠にありがとうございます。

それでは、追加日程ということで、私の方から御説明をさせていただきたいと思います。

追加日程の議案書の１ページをお願いいたしたいと思います。

議案第１５号、令和５年度板野町一般会計補正予算（第８号）。

令和５年度板野町の一般会計補正予算（第８号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ２億１，３５８万７，０００円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ６４億４，３９２万８，０００円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の

金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。

令和５年１２月１２日提出でございます。

８ページへお願いをいたしたいと思います。まず、歳入から御説明を申し上げます。

１０款の地方交付税、１項１目同じでございます。補正額といたしまして３，７８２万１，００

０円をお願いをいたしております。一般財源分として、お願いをするものでございます。

次に、次のページをお願いをいたします。

１４款国庫支出金、２項の国庫補助金、１目の総務費国庫補助金につきましては３，６１２万４，

０００円。これにつきましては、１節の総務管理費の補助金ということで、物価高騰重点支援地方

交付金ということで３，６１２万４，０００円をお願いをいたしております。

次に、２目でございます、民生費国庫補助金では１億３，９２４万２，０００円お願いをいたし

ております。５節の住民税非課税世帯等臨時特別給付金給付費補助金といたしまして１億３，７６

０万円、そして更には、この補助金として、給付事務費補助金として１６４万２，０００円という
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ことで、お願いをいたしております。

次のページへお願いをいたします。

２０款の諸収入、４項雑入、２目同じく雑入でございます。４０万円の補正をお願いをいたして

おります。この１節の総務費雑入といたしましては、公用車物損事故による町村会からの保険料を

お願いをいたしておるところでございます。いわゆる歳入といたしましては２億１，３５８万７，

０００円お願いをいたしております。

歳出について、御説明を申し上げます。

２款の総務費、１項の総務管理費、７目の地方創生費では７，２８９万５，０００円お願いをい

たしております。これにつきましては、いわゆる住民の方の一人５，０００円についての昨日、全

員協議会でお話申し上げました、御相談申し上げましたものでございます。１０節のまず、需用費

では１６万５，０００円、そして、１１節の役務費では５９８万円、そして更には１２節の委託料

で６，６７５万円。これにつきましては、生活支援商品券発行運営業務委託料ということで６，６

７５万円お願いをいたしているところでございます。

そして、６，５００万円がそれぞれの約１万３，０００人の方に５，０００円、そして、委託料

として１７５万円ということで、お願いをするものでございます。

次のページへお願いをいたしたいと思います。

３款の民生費、１項社会福祉費、６目の住民税非課税世帯等臨時特別給付金給付費といたしまし

て１億３，９２４万２，０００円、これにつきましても、昨日お話申し上げましたように７万円、

これは、住民税非課税世帯に対しての給付ということになります。１０分の１０、全て国費で賄っ

ていただけるということでございます。１１節の役務費で２０万９，０００円、１２節の委託料で

１４０万円、これは電算システムの委託料でございます。１３節の使用料及び賃借料で３万３，０

００円、コピーのリース料でございます。１８節の負担金補助及び交付金では１億３，７６０万円

となっております。約２，０００世帯の負担金でございます。

次のページへお願いをいたしたいと思います。

４款の衛生費、２項の清掃費、２目の塵芥処理費では６０万円の補正をお願いをいたしておりま

す。これにつきましては、備品購入費で６０万円、公用車の購入代ということで、業務用のトラッ

ク、軽トラでございます。次のページへお願いをいたしたいと思います。

９款の教育費、２項の小学校費、２目の東小学校管理費では８５万円の補正をお願いをいたして

おります。これにつきましては、修繕費で８５万円、東小学校の校舎の通路の側壁板が剥離したた

めの急遽の、いわゆる修繕ということで、お願いをいたしております。

歳出の合計につきましても２億１，３５８万７，０００円をお願いをいたしております。補正後

の歳入歳出をそれぞれ６４億４，３９２万８，０００円でお願いするものでございます。

以上、私の方からの説明をさせていただいたわけでございます。

御審議を賜りまして、御承認・御議決賜りますよう、どうぞよろしくお願い申し上げまして、私
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の説明とさせていただきます。どうか、よろしくお願い申し上げます。

○議長（水口昭彦君） 説明が終わりましたので、質疑を行います。質疑はありませんか。

（質疑なしの声）

質疑なしと認めます。質疑を打ち切り、討論を行います。討論はありませんか。

（討論なしの声）

討論なしと認めます。これから議案第１５号を採決します。

お諮りします。議案第１５号について、原案のとおり決することに御異議ございませんか。

（異議なしの声）

異議なしと認めます。したがって、議案第１５号については、原案のとおり可決されました。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（水口昭彦君） 追加日程第２、「閉会中の継続調査申出書」を議題とします。

お諮りします。本件は、これを各委員会委員長より申出のとおり、閉会中の継続調査に付する

ことに御異議ございませんか。

（異議なしの声）

異議なしと認めます。したがって、各委員会委員長より申出のとおり、閉会中の継続調査とする

ことに決しました。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（水口昭彦君） 今定例会の本会議に付議された案件の審議は、全部終了しました。

したがって、会議規則第７条の規定によって、本日をもって閉会したいと思いますが、これに

御異議ございませんか。

（異議なしの声）

異議なしと認めます。したがって、今定例会は、本日をもって閉会することに決定しました。

これで、会議を閉じます。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（水口昭彦君） 町長より御挨拶がございます。玉井町長。

［町長（玉井孝治君）登壇］

○町長（玉井孝治君） 閉会に当たりまして、ひとこと、お礼の御挨拶を申し上げさせていただき

ます。令和５年第４回板野町議会定例会につきましては、去る１１月２７日に開会をいただきまし

て、本日までの１６日間にわたり、何かと公私御多忙の中、議員各位におかれましては、御参会を

賜り、私どもより提案させていただきました議案１４案件、更には、ただいま追加提案ということ

で１件の追加をお願いしたわけでございます。それにつきまして、各常任委員協議会また本会議で

慎重審議を賜りまして、原案どおり、御議決・御同意を賜りましたこと、誠にありがとうございま

す。厚くお礼を申し上げます。

議員の皆様方にも御報告をさせていただき、そして、本日の徳島新聞の朝刊に掲載をされており
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ましたが、去る１１月２９日、大手住宅メーカーが実施するアンケートで２０２３年度の「街の幸

福度ランキング」において、本町が四国で２０２２年と２年連続して１位に輝きました。さらには、

「住み続けたい街ランキング」におきましても、徳島県で１位、四国で４位にランクインされたと

ころと発表がございました。議員皆様方の御協力のおかげで、このように高い評価を頂くことがで

きましたことに改めて、お礼を申し上げます。今後におきましても、子育て支援の充実・安全で安

心で暮らせる町づくり、また、満足いただける町政運営に取り組んでまいる所存でございます。

これから令和６年度の当初予算の編成作業に入ってまいります。次年度につきましても、本年度

以上の緊縮財政を基本として、行政経費の節減をもとより、緊急性や住民のニーズにより高い事業

に重点的に予算配分を進めてまいりたいと考えております。この１年、町政発展のために大変お世

話になり、誠にありがとうございました。厚く感謝とお礼を申し上げます。

結びとなりますが、寒さ厳しき折でございます。皆様には健康に十分、御留意され、御活躍いた

だきますとともに、御家族の皆様共々、素晴らしい良き新年を迎えられますよう、お祈り申し上げ

まして、閉会の私のお礼の御挨拶とさせていただきます。本当にありがとうございました。お世話

になりました。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

○議長（水口昭彦君） 今定例会は、去る１１月２７日に開会し、本日までの１６日間、議員各位

には提出されました諸議案につきまして、終始、御熱心に御審議を賜り、ただいま閉会の運びとな

りました。議員各位の御協力に対し、深く感謝を申し上げます。

また、連日にわたり議会運営に御協力をくださいました町長を始め、職員の皆様方に対しまして

も心から御礼を申し上げます。皆様方には御自愛いただき、今後とも町政発展のため、なお一層の

御尽力をお願い申し上げます。これをもちまして、令和５年第４回板野町議会定例会を閉会します。

御協力ありがとうございました。

午前１１時０２分 閉会
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